
  

審 議 の 説 明 
2020年第 4回定例会(12月) 

議案番号 件名 ・ 内容 

議案第 45号 

 

 

 

 

 

議案第 46号 

 

 

 

 

議案第 47号 

 

 

 

 

議案第 48号 

 

 

 

 

 

議案第 49号 

 

 

 

 

 

 

議案第 50号 

 

 

 

岐南町議会議員の議員報酬、旅費及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

人事院の勧告に基づく賞与の均衡を図るため、期末手当を年間 0.05ヶ月分引き下げ、

4.5ヶ月を 4.45ヶ月としました。 

(議決日：11月 30日、結果：原案可決) 

 

岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

人事院の勧告に基づく賞与の均衡を図るため、期末手当を年間 0.05ヶ月分引き下げ、

4.5ヶ月を 4.45ヶ月としました。 

(議決日：11月 30日、結果：原案可決) 

 

岐南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 人事院の勧告に基づく賞与の均衡を図るため、期末手当を年間 0.05ヶ月分引き下げ、

4.5ヶ月を 4.45ヶ月としました。 

(議決日：11月 30日、結果：原案可決) 

 

 岐南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例に 

ついて 

人事院の勧告に基づく賞与の均衡を図るため、期末手当を年間 0.025ヶ月分引き下げ、

1.3ヶ月を 1.275ヶ月としました。 

 (議決日：11月 30日、結果：原案可決) 

 

岐南町体育施設等の指定管理者の指定について 

指定管理者選定委員会において審査された結果、岐南町体育施設等(総合体育館、町民

運動場、スポーツセンター、防災コミュニティーセンターの４施設)の指定管理者に、ミ

ズノグループが選定されましたので、引き続き指定しました。期間は令和 3年 4月 1日

から令和 8年 3月 31日までの 5年間です。 

(議決日：12月 22日、結果：原案可決) 

 

岐阜地域児童発達支援センター組合規約の変更に関する協議について 

組合を構成する自治体のうち、美濃市が令和 3年3月 31日をもって脱退することに伴

い、地方自治法の規定に基づき規約の改正をしました。 

(議決日：12月 3日、結果：原案可決) 



  

 

議案第 51号 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第 52号 

 

 

 

 

 

議案第 53号 

 

 

 

 

 

議案第 54号 

 

 

 

 

 

議案第 55号 

 

 

 

 

 

 

選第 4号 

 

令和２年度岐南町一般会計補正予算について 

 歳入歳出それぞれ 4,453万 2千円を増額し、120億 5,086万 5千円としました。 

歳出の主な内容は、ふるさと納税事務関連経費として 2,315万円、水道料金軽減関連

の上水道事業補助金として 2,993万 8千円、障害児通所等給付費等として 2,700万 6千

円、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費として 487万 1千円、道路構造物

補修工事等として 427万 5千円、教師用教材用備品購入費として 401万 3千円などの増

額となりました。 

(議決日：12月 3日、結果：原案可決) 

 

令和２年度岐南町国民健康保険特別会計補正予算について 

歳入歳出それぞれ 117万 2千円を増額し、24億 9,675万 1千円としました。 

歳出の内容は、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免に係る

還付金として 117万 2千円の増額となりました。 

(議決日：12月 3日、結果：原案可決) 

 

令和２年度岐南町介護保険特別会計補正予算について 

歳入歳出それぞれ 684万 5千円を減額し、19億 2,428万 5千円としました。 

歳出の内容は、人件費の精査により、一般管理費として 956万円を減額し、地域支援

事業費として 271万 5千円の増額となりました。 

(議決日：12月 3日、結果：原案可決) 

 

令和２年度岐南町後期高齢者医療特別会計補正予算について 

 歳入歳出それぞれ 5万 9千円を減額し、5億 2,217万 5千円としました。 

歳出の内容は、高齢者医療制度の見直しに伴うシステム改修費として 14万 9千円の増

額、後期高齢者医療広域連合納付金として 20万 8千円の減額となりました。  

（議決日：12月 3日、結果：原案可決） 

 

令和２年度岐南町水道事業会計補正予算について 

 新型コロナウイルス感染症拡大を踏まえた町民の生活支援として、水道料金の軽減を 

行うもので、営業収益において、水道料金を軽減することに伴い給水収益が 2,993万 8

千円の減額となり、この減少分を営業外収益において、一般会計から同額の 2,993万 8

千円が補助されます。  

（議決日：12月 3日、結果：原案可決） 

 

木曽川右岸地帯水防事務組合議会議員の補欠選挙について 



  

 

 

 

 

選第 5号 

 

 

 

議案第 56号 

 

 

 

 

 

 

 

(長の推薦に基づき選挙する議員) 

木曽川右岸地帯水防事務組合議会議員に、小島 英雄 町長が当選しました。 

(議決日：11月 30日、結果：選挙確定) 

 

岐阜県後期高齢者医療広域連合議会議員の補欠選挙について 

岐阜県後期高齢者医療広域連合議会議員に、小島 英雄 町長が当選しました。 

(議決日：11月 30日、結果：選挙確定) 

 

 防災・減災、国土強靭化対策の継続・拡充を求める意見書について 

 近年、全国各地で大規模自然災害による甚大な被害が相次ぎ、気候変動の影響により

更なる頻発化・激甚化が懸念されており、国民の生命・財産を守る防災・減災を含む国

土強靭化は、一層のその重要性を増しております。 

今後、国土強靭化を加速化・深化させていくためにも、十分な予算の安定的かつ継続

的な確保が必要であることを強く国に求めていくことが不可欠であると考え、意見書を

国に提出するものです。 

（議決日：12月 22日、結果：原案可決） 


